
 

令和６年度 

屋久島町会計年度任用職員募集要項 

【社会教育課】 

 

１ 受付期間 

令和６年５月 10 日（金）～令和６年５月 24 日（金）※土日、祝日を除く。郵送の場合は必着です。 

 

２ 募集人数及び職務内容 

職 種 
募集 

人数 
主な職務内容 

発掘調査作業補助員 ３人程度 
・湯向集落遺跡発掘調査整理作業補助 

・浜道ノ下遺跡、猫松ノ下遺跡発掘調査補助 

  

 ３ 勤務条件 

任 用 期 間 令和６年５月 27 日～令和６年９月 30 日（予定） 

勤 務 日 月 10～13 日程度（月曜日～金曜日） 

勤 務 時 間 ９：００～１７：００ ※休憩時間６０分〔12：00～13：00〕あります。 

休   日 週休日：土曜日及び日曜日 国民の祝日 

勤 務 場 所 教職員住宅 62 号（吉田 74 番地）、その他町内現場 

報   酬 
日額 6,454 円（時給 922 円）  

勤務日数に応じて支払います。 

諸 手 当 
通勤費 ※自宅から教職員住宅 62 号を基本区間として通勤距離に応じて支給しま

す。（現場への直接通勤となった際も通勤距離に応じて支給します） 

社会保険等 雇用保険のみ適用あり 

災 害 補 償 公務災害補償制度が適用されます。 

服   務 

会計年度任用職員は、一般職の地方公務員であり、地方公務員法の服務に関する各

規定が適用されます。ただし、営利企業への従事等の制限については、制限はあり

ませんが許可を得る必要があります。 

そ の 他 ・給与等支給日 毎月 10 日  ・人事評価あり 

 

４ 受験資格 

 地方公務員法第１６条の規定に基づき、以下に該当する方の受験はできません。 

 

・禁錮刑以上の刑に処せされ、その執行を終えるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

・屋久島町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主

張する政党その団体を結成し、又はこれに加入した人 

 ※地方公務員法が改正された場合は、その定めるところによります。 



 ※外国籍の方も受験できます。ただし、合格した場合でも、任用日において就労が制限される在留資

格の方は任用されません。 

 

５ 試験方法 

面 接 日 
書類選考、個別面接（応募者多数の場合のみ） 

 事前に書類選考を行い、勤務条件と合致した方にのみ、面接日時等を連絡します。 

試験 内 容 主として識見、職務適正、コミュニケーション能力等を評価します。 

 

６ 面接及び合格発表の日時・場所 

面 接 日 実施する場合は５月 24 日（金）に詳細を連絡します。 

面接 場 所 屋久島町役場 本庁舎 

合格発表 
合格者が決定次第，速やかに通知します。 

 ※合否結果について、電話による問い合わせにはお答えできません。 

 

７ 応募の方法 

提出書類 

本町指定の申込書又は市販の履歴書（３か月以内の顔写真の貼付が必須） 

※申込書は、役場本庁の各担当課と各出張所で配付します。また町ホームペ

ージからもダウンロードできます。 

※市販の履歴書にて申し込む場合は、希望する職種を書面に記入しておいて

ください。 

提出期 間 令和６年５月 10 日（金）～令和６年５月 24 日（金）の間 

提出方 法 

以下のいずれかによる。 

①役場本庁、各出張所に持参する。 

②郵送する。（郵送の場合は、提出期間内に必着とする。） 

③メールによる提出 

  記入した申込書又は履歴書をＰＤＦ（カラー）に加工したもの 

申 込 先 

【郵送の場合】 

〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０ 

   屋久島町教育委員会社会教育課 社会教育係 宛て 

【メールの場合】  

   syakaikyouiku@town.yakushima.kagoshima.jp 

 

８ 個人情報の取り扱いについて 

申込書及び履歴書に記載された個人情報については、屋久島町会計年度任用職員に係る採用試験及び

任用手続きに必要な範囲内で利用します。 

 

  

 

 



９ 申込から採用まで 

 ①申込書又は履歴書を提出 ⇒⇒ ②受付期間終了後、書類選考を行い、募集条件と合致した方のみ

面接日時等を連絡（応募者多数の場合のみ） ⇒⇒ ③所属長等による面接試験を実施 ⇒⇒ ④合

格発表後に採用となった場合、指定された初日に「任用通知書」を交付し、勤務開始となる。 

 

  ・採用は、令和６年５月 27 日の予定です。 

 

 ・合格発表後、受験資格のないこと又は申込書・履歴書の記載事項が正しくないことが判明した

場合または任命権者が不適当と認めた場合に合格を取り消すことがあります。 

 

  ・地方公務員法の規定に基づき、採用はすべて条件付のものとし、採用後１か月間を良好な成績で

勤務したときに会計年度職員として正式採用となります。 

 

 

 

【問い合わせ先】 

屋久島町教育委員会 社会教育課 社会教育係 

〒８９１－４２９２ 

熊毛郡屋久島町小瀬田８４９番地２０ 

ＴＥＬ０９９７－４３－５９００（内線３１６） 

ＦＡＸ０９９７－４３－５９０５ 


